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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコール結果パターンと複数の送付情報を関連付けて記憶する記憶部と、
　前記コール結果パターンに関するユーザの入力を受け付け、前記コール結果パターンを
前記記憶部に記憶させるコール設計部と、
　前記コール結果パターンに関連付けられた前記送付情報に関するユーザの入力を受け付
け、前記送付情報を前記コール結果パターンに関連付けて前記記憶部に記憶させる送付情
報設計部と、
　前記記憶部に記憶された前記複数のコール結果パターンのうち１つが、顧客とのコール
の結果に応じて入力される、コール結果入力部と、
　前記コール結果入力部で入力されたコール結果パターンを受け取り、前記記憶部から前
記コール結果パターンに関連付けられた前記送付情報を抽出する送付情報抽出部と、
　前記送付情報抽出部により抽出された前記送付情報に基づいて前記顧客に情報を送付す
る送付部と、
　を備え、
　前記記憶部は、さらに複数の送付情報事例パターンを記憶し、
　前記コール設計部は、ユーザの入力受け付け時に前記送付情報事例パターンをユーザに
提供し、
　前記送付情報事例パターンは、送付情報設計画面を通じて前記ユーザに提供され、前記
送付情報設計画面には、複数の例文ボタンと前記送付情報事例パターンに対応したテキス
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トが入力される本文テキストボックスとが設けられ、
　前記複数の例文ボタンがユーザにより押下されることで、押下された前記例文ボタンに
対応する前記テキストが前記本文テキストボックスに入力される、情報処理システム。
【請求項２】
　前記送付情報は、送付日時を指定する情報を含み、前記送付部は、前記送付日時を指定
する情報により指定される日時に前記顧客に情報を送付する、請求項１に記載の情報処理
システム。
【請求項３】
　前記コール結果入力部で入力されたコール結果パターンを記憶するコール結果記憶部を
さらに備え、
　前記送付情報抽出部は、前記コール結果記憶部に所定の期間に記憶された前記コール結
果パターンを前記コール結果記憶部から前記所定の期間ごとに受け取り、前記記憶部から
前記コール結果パターンに関連付けられた前記送付情報を抽出する、請求項１または２に
記載の情報処理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理システム及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多くの公的機関や企業において、例えば各顧客宛のコールや各顧客から受けたコ
ールを集中処理するためのコールセンタが設けられている。コールセンタでは、限られた
人的資源（オペレータなど）や設備資源などの制約条件の下で、より多数の顧客に応対す
ることが求められている。
【０００３】
　例えば特許文献１では、複数のメディアを用いて顧客応対を行うコールセンタにおいて
、異なるメディア間でオペレータを動的に融通することで、顧客応対効率を高めることが
可能な技術が開示されている。
【０００４】
　一方、コールセンタにおけるオペレータの業務は顧客応対のみとは限らず、顧客とのコ
ール後、コール結果に応じた顧客宛のメッセージ（電子メールなど）の作成作業を伴うこ
とがある。オペレータは、メッセージの作成を行う間、顧客応対を行うことができないた
め、当該業務によるオペレータへの負荷は、顧客応対効率を低下させる原因となっていた
。
【０００５】
　上記のようなメッセージ作成作業に関連した技術として、例えば特許文献２では、メッ
セージのタイトル、本文、添付ＵＲＬの有無や添付するＵＲＬの種類などの各項目につい
て事前に複数のパターンを準備しておき、上記タイトル、本文、添付ＵＲＬなどの各項目
に対し、顧客に応じたパターンを選択・登録することで、メッセージを作成可能な技術が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２５７７８２号公報
【特許文献２】特開２０１４－０７８１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、上記のメッセージ作成技術では、事前に準備されたタイトル・本文・添付ＵＲ
Ｌなど複数の項目について、手動でパターンを選択する操作を行う必要があったため、依
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然としてメッセージ作成を含む顧客への情報送付にかかる人的負荷が残されていた。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、顧客への情報送付にかかる人的負荷を軽減することが可能な、新規かつ改良された情
報処理装置、情報処理システム及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数のコール結果パターンと
複数の送付情報を関連付けて記憶する記憶部と、前記コール結果パターンに関するユーザ
の入力を受け付け、前記コール結果パターンを前記記憶部に記憶させるコール設計部と、
前記コール結果パターンに関連付けられた前記送付情報に関するユーザの入力を受け付け
、前記送付情報を前記コール結果パターンに関連付けて前記記憶部に記憶させる送付情報
設計部と、前記記憶部に記憶された前記複数のコール結果パターンのうち１つが、顧客と
のコールの結果に応じて入力される、コール結果入力部と、前記コール結果入力部で入力
されたコール結果パターンを受け取り、前記記憶部から前記コール結果パターンに関連付
けられた前記送付情報を抽出する送付情報抽出部と、前記送付情報抽出部により抽出され
た前記送付情報に基づいて前記顧客に情報を送付する送付部と、を備え、前記記憶部は、
さらに複数の送付情報事例パターンを記憶し、前記コール設計部は、ユーザの入力受け付
け時に前記送付情報事例パターンをユーザに提供し、前記送付情報事例パターンは、送付
情報設計画面を通じて前記ユーザに提供され、前記送付情報設計画面には、複数の例文ボ
タンと前記送付情報事例パターンに対応したテキストが入力される本文テキストボックス
とが設けられ、前記複数の例文ボタンがユーザにより押下されることで、押下された前記
例文ボタンに対応する前記テキストが前記本文テキストボックスに入力される、情報処理
システムが提供される。
【００１４】
　前記送付情報は、送付日時を指定する情報を含み、前記送付部は、前記送付日時を指定
する情報により指定される日時に前記顧客に情報を送付してもよい。
【００１５】
　前記コール結果入力部で入力されたコール結果パターンを記憶するコール結果記憶部を
さらに備え、前記送付情報抽出部は、前記コール結果記憶部に所定の期間に記憶された前
記コール結果パターンを前記コール結果記憶部から前記所定の期間ごとに受け取り、前記
記憶部から前記コール結果パターンに関連付けられた前記送付情報を抽出してもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、顧客への情報送付にかかる人的負荷を軽減するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態にかかるメッセージ送付システムの概略を示す説明図である
。
【図２】同実施形態にかかる本部側装置群の構成を示す説明図である。
【図３】同実施形態にかかるコール設計画面の一例を示す説明図である。
【図４】同実施形態にかかる送付情報設計画面の一例を示す説明図である。
【図５】同実施形態にかかるコールセンタ側装置群の構成を示す説明図である。
【図６】同実施形態にかかるコール内容などの設計に関する動作を示すフローチャートで
ある。
【図７】同実施形態にかかるコールに関する動作を示すフローチャートである。
【図８】同実施形態にかかる送付情報抽出に関する動作を示すフローチャートである。
【図９】同実施形態にかかる送付に関する動作を示すフローチャートである。
【図１０】同実施形態にかかる送付情報設計フローを示す説明図である。
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【図１１】同実施形態にかかる送付情報抽出フローの一例を示す説明図である。
【図１２】同実施形態にかかるインバウンド業務の場合のコールに関する動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】同実施形態の第１の変形例にかかるコール結果パターンに応じて送付内容と送
付日時を指定する情報を設計するための画面の一例である。
【図１４】同実施形態の第１の変形例にかかる顧客端末種別に応じて送付形態を設計する
ための画面の一例である。
【図１５】同実施形態の第１の変形例にかかる送付情報設計フローを示す説明図である。
【図１６】同実施形態の第１の変形例にかかる送付情報抽出フローの一例を示す説明図で
ある。
【図１７】同実施形態にかかる情報処理サーバのハードウェア構成を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
　＜＜１．背景＞＞
　まず、本実施形態によるメッセージ送付システムの創作に至った背景を説明する。
【００２２】
　上述した通り、コールセンタでは顧客応対効率を高めることが求められる一方で、顧客
応対に加え、メッセージ作成業務が、人的負荷を高め、顧客応対効率を低下させる原因と
なっていた。
【００２３】
　特許文献２のようなメッセージ作成技術が開示されているものの、手動で複数項目のパ
ターンを選択する操作を行う必要があったため、依然としてメッセージ作成にかかる人的
負荷が残されていた。
【００２４】
　さらに、上記メッセージ作成技術では、複数の項目から任意のパターンを選択すること
が可能なため、例えば、タイトルと本文とが対応していない、または本文と添付するＵＲ
Ｌとが対応していないなど、項目間での対応に問題があるメッセージが作成される恐れが
あった。これを防ぐためには、項目間の対応確認作業が必要であり、さらなる人的負荷増
大に繋がっていた。
【００２５】
　ところで、コールセンタのオペレータは、顧客応対に伴う業務として、メッセージ作成
業務の他に、コール結果を入力する業務を行う場合がある。コール結果は、例えば、当該
コールにより購入が決まった商品関する情報（商品の種類・個数・配送先など）、顧客か
らの依頼や問い合わせに関する情報、顧客が不在だった場合の情報などがある。このコー
ル結果は、商品の発送や次回のコール、今後のサービス向上などに活用されていた。
【００２６】
　ここで、上記コール結果は、顧客に送付すべきメッセージの内容と関連する場合があっ
た。例えば、コール結果が商品購入に関する結果の場合には、商品購入に対するお礼を含
むメッセージ、顧客の不在に関する結果の場合には、コールしたことの通知やコールの目
的を含むメッセージなどを送付することが適切であると考えられる。
【００２７】
　そこで、本件発明者は、上記事情を一着眼点にして本発明の実施形態を創作するに至っ
た。本発明の実施形態によるメッセージ送付システムは、コールセンタのオペレータが、
オペレータの従来業務に含まれるコール結果入力作業を行うことで、メッセージ送付にか
かる人的負荷を軽減し、自動的にメッセージの送付を行うことが可能である。以下、本発
明の実施形態において上記の効果を実現するためのメッセージ送付システムの構成を説明
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する。
【００２８】
　＜＜２．メッセージ送付システムの構成＞＞
　　＜２－１．概要＞
　次に、図１を参照して、本発明の一実施形態にかかるメッセージ送付システムの概要を
説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の一実施形態にかかるメッセージ送付システムの概略を示す説明図であ
る。図１に示したように、本実施形態によるメッセージ送付システム１は、情報処理サー
バ１０、設計ＰＣ１２、メールサーバ１４、コールサーバ１６、及びコールＰＣ１８を有
する情報処理システムである。
【００３０】
　本実施形態にかかるメッセージ送付システム１は、通信網２を介し、顧客端末３にメッ
セージを送付する。通信網２は、接続されている装置から送信される情報の有線、または
無線の伝送路である。例えば、通信網２は、インターネット、電話回線網、衛星通信網な
どの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａ
ｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などを含ん
でもよい。また、通信網２は、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖ
ｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの専用回線網を含んでもよい。
【００３１】
　顧客端末３は、顧客が保有する端末であり、メッセージ送付システム１は顧客端末３に
メッセージを送付する。本実施例において顧客端末３は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ）、スマートフォン、携帯電話、のいずれかに分類される情報処理装置であ
る。なお、本発明は顧客端末３を上記に限定するものではなく、例えば、顧客端末３は、
ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、映像処理装置、ゲ
ーム機器、などの情報処理装置であってもよい。
【００３２】
　本実施形態にかかるメッセージ送付システム１が有する各装置は、図１に示したように
、本部とコールセンタの二つの拠点に分かれて設置される。本部、及びコールセンタの拠
点間は通信網２を介して相互に接続され、各装置は拠点内の他の装置、及び他の拠点の装
置に接続することができる。本実施形態において、情報処理サーバ１０、設計ＰＣ１２、
及びメールサーバ１４は本部に設置され、コールサーバ１６、及びコールＰＣ１８はコー
ルセンタに設置される。
【００３３】
　情報処理サーバ１０、及び設計ＰＣ１２は、情報処理装置の一例である。情報処理サー
バ１０は、コールなどの設計に関する機能、各種情報の管理機能などを有する。また、設
計ＰＣ１０は、表示機能、操作を受け付ける機能などを有する。また、情報処理サーバ１
０、及び設計ＰＣ１２が設置される本部には、コールなどの設計を行う設計担当者が存在
し、設計担当者は情報処理サーバ１０、及び設計ＰＣ１２を間接的、または直接的に利用
する。
【００３４】
　設計担当者は、設計ＰＣ１２を介して情報処理サーバ１０に接続し、設計ＰＣ１２を操
作してコールなどの設計を行う。ここで、情報処理サーバ１０は、コールなどの設計画面
を設計ＰＣ１２に提供し、設計ＰＣ１２は当該画面を表示する。また、設計ＰＣ１２は、
設計担当者が設計ＰＣ１２を操作して入力した設計に関する情報を、情報処理サーバ１０
に提供し、情報処理サーバ１０は、当該情報を記憶する。設計が完了すると、情報処理サ
ーバ１０はコールセンタのコールサーバ１６にコール開始を指示する。また、コールセン
タにおける顧客へのコールの実施後、情報処理サーバ１０はコールサーバ１６から実施し
たコールに関する情報を受け取り、当該顧客が保有する顧客端末３にメッセージを送付す
るために必要な情報をメールサーバ１４に提供する。
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【００３５】
　メールサーバ１４は、メッセージ送付機能を有する情報処理装置の一例である。メール
サーバ１４は、情報処理サーバ１０から受け取った情報に基づいて、顧客端末３にメッセ
ージを送付する。なお、メールサーバ１４が顧客端末３に送付するメッセージは所謂メー
ルに限定されず、メールサーバ１４は、例えば電子メール、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓ
ｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、アプリケーションによる通知やメッセージ、インターネッ
ト電話サービス、ゲームサービス、またはＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ）などの各種サービス内のメッセージ、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ）による通知などのメッセージを、送付してもよい。
【００３６】
　コールサーバ１６、及びコールＰＣ１８は、情報処理装置の一例である。コールサーバ
１６は、コール処理機能、実施したコールに関する情報の管理機能などを有する。また、
コールＰＣ１０は、表示機能、操作を受け付ける機能などを有する。また、コールサーバ
１６、及びコールＰＣ１８が設置されるコールセンタには、顧客とのコールにおいて顧客
応対を行うオペレータが存在し、オペレータはコールサーバ１６、及びコールＰＣ１８を
間接的、または直接的に利用する。
【００３７】
　コールサーバ１６は、情報処理サーバ１０からコール開始の指示を受け取り、コールの
実施にかかる処理を行う。なお、コールサーバ１６が実施するコールには、コールセンタ
から顧客にかけるコール、及び顧客がコールセンタにかけるコールがある。コールの実施
後、オペレータは、コールＰＣ１８を介してコールサーバ１６に接続し、コールＰＣ１８
を操作して、実施したコールに関する情報を入力する。ここで、コールサーバ１６は、情
報入力画面をコールＰＣ１８に提供し、コールＰＣ１８は、当該画面を表示する。また、
コールＰＣ１８は、オペレータがコールＰＣ１８を操作して入力した実施したコールに関
する情報を、コールサーバ１６に提供し、コールサーバ１６は、当該情報を記憶する。ま
た、コールサーバ１６は、当該情報を情報処理サーバ１０に提供する。
【００３８】
　なお、図１において、コールＰＣ１８はコールセンタに一つしか設置されていないが、
コールＰＣ１８はコールセンタに複数設置されてもよい。また、コールセンタは一拠点だ
けでなく、複数拠点存在してもよい。
【００３９】
　　＜２－２．本部側装置群の構成＞
　図２は、本実施形態による本部側装置群の構成を示す説明図である。本実施形態におい
て本部に設置される情報処理サーバ１０、設計ＰＣ１２、及びメールサーバ１４の構成を
、順次詳細に説明する。
【００４０】
　（情報処理サーバ）
　図２に示すように本実施形態による情報処理サーバ１０は、コール設計部１０２、送付
情報設計部１０４、記憶部１０６、及び送付情報抽出部１０８を備える情報処理装置であ
る。
【００４１】
　コール設計部１０２は、設計ＰＣ１２を介して設計担当者にコール設計画面を提示する
。また、コール設計部１０２は、設計ＰＣ１２を介して設計担当者からのコール内容とコ
ール結果パターンに関する入力を受け付け、コール内容とコール結果パターンを記憶部１
０６に記憶させる。
【００４２】
　本実施形態においてコール内容は、コールセンタのオペレータにコールについて説明す
るためのものであり、例えば、当該コールでコールセンタのオペレータが顧客に紹介すべ
き商品やサービス、その特徴、コールポイント、説明方法などである。
【００４３】
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　また、本実施形態においてコール結果パターンは、コール内容に応じて設計されるべき
もので、例えば、商品を紹介した結果購入が決まった場合の「成約」、商品・サービスに
ついてもう一度詳しい説明がほしいという依頼があった場合の「再コール」、お客様にコ
ールしたが繋がらなかった場合の「不在」、再度店舗で詳しい説明を聞きたいという依頼
を受け予約を預かった「店舗予約」などがある。なお、上記のような典型的なコール結果
パターンが事前に選択肢として用意され、設計担当者は選択肢の中からコール内容に応じ
て適切なものを複数選択するようにしてもよい。
【００４４】
　図３は、コール設計部１０２が設計ＰＣ１２を介して設計担当者に提示するコール設計
画面の一例を示す画面イメージ図である。図３に示すように、設計担当者はコール内容（
例えば、キャンペーンの紹介など）を入力し、入力したコール内容に応じて、適切なコー
ル結果（例えば、成約、再コールなど）を入力してもよい。また、設計担当者は、コール
設計画面を用いて、顧客を特定の区分（顧客セグメント）に分割し、対象となる顧客セグ
メントに該当する顧客をコール対象とするように、顧客セグメントの設計を行ってもよい
。顧客セグメントの設計は、図３に示すように、性別や年齢、メールアドレスの登録有無
などを用いて行われてもよい。
【００４５】
　送付情報設計部１０４は、設計ＰＣ１２を介して設計担当者に送付情報設計画面を提示
する。また、送付情報設計部１０４は、設計ＰＣ１２を介して設計担当者からの送付情報
に関する入力を受け付け、送付情報を記憶部１０６に記憶させる。ここで、送付情報は、
コール設計部１０２において設計されたコール結果パターンと関連付けられて設計され、
コール結果パターンと関連付けられて記憶部１０６に記憶される。
【００４６】
　本実施形態において送付情報は、少なくとも送付内容、送付形態、及び送付日時を指定
する情報を含む。
【００４７】
　送付内容は、メッセージ送付システム１により送付されるメッセージに含まれるコンテ
ンツである。例えばメッセージのタイトル、メッセージの本文、添付ＵＲＬ、添付画像な
どが含まれてもよい。
【００４８】
　送付形態は、メッセージ送付システム１がメッセージを顧客端末３に送付するための手
段の種類である。例えば電子メール、ＳＭＳ、アプリケーションによる通知やメッセージ
、インターネット電話サービス、ゲームサービス、またはＳＮＳなどの各種サービス内の
メッセージ、ＯＳによる通知などであってもよい。
【００４９】
　送付日時を指定する情報は、メッセージ送付システム１がメッセージを顧客端末３に送
付する日時を指定する情報である。例えば、コール終了後の経過時間のようにコールの日
時に対して相対的に指定されてもよいし、絶対的に指定されてもよい。
【００５０】
　図４は、送付情報設計部１０４が設計ＰＣ１２を介して設計担当者に提示する送付情報
設計画面の一例を示す画面イメージ図である。送付情報設計画面は、例えば、図４に示す
ように、コール結果パターン選択領域Ｇ１、内容種別プルダウンリストＧ２、端末種別選
択領域Ｇ３、送付形態プルダウンリストＧ４、タイトルテキストボックスＧ５、例文ボタ
ン群Ｇ６、本文テキストボックスＧ７、添付ＵＲＬ有無選択領域Ｇ８、ＵＲＬ入力欄追加
ボタンＧ９、ＵＲＬテキストボックスＧ１０、送付日時指定領域Ｇ１１、登録・継続ボタ
ンＧ１２、及び登録・終了ボタンＧ１３を含む。
【００５１】
　コール結果パターン選択領域Ｇ１には、設計担当者がコール設計画面を用いて設計した
コール結果パターンが選択肢として表示される。内容種別プルダウンリストＧ２は、送付
情報事例パターンとして事前に用意された典型的なメッセージ内容の種別（内容種別）を
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設計担当者に選択させる。内容種別には、例えばサンキューメッセージ、次回コール予約
メッセージ、コールお知らせメッセージなどがある。また、内容種別が選択されることで
、内容種別ごとに事前に用意された例文（送付情報事例パターン）が、タイトルテキスト
ボックスＧ５や本文テキストボックスＧ７に自動的に入力される。設計担当者は、コール
結果パターンに適した内容種別を選択することで、選択した内容種別に適した例文（送付
情報事例パターン）を利用して送付情報を設計することが可能になり、効率よく送付情報
を設計することができる。
【００５２】
　端末種別選択領域Ｇ３には、顧客端末種別の選択肢が表示される。図４に示すように、
顧客端末種別は複数の選択肢が同時に選択されてもよい。送付形態プルダウンリストＧ４
は、送付形態を設計担当者に選択させる。なお、送付形態プルダウンリストＧ４に含まれ
る送付形態の選択肢は、既に選択済の顧客端末種別に応じて制限されてもよい。例えば、
端末種別選択領域Ｇ３において「ＰＣ」が選択されていた場合、送付形態プルダウンリス
トＧ４はＳＭＳを含まなくてもよい。
【００５３】
　タイトルテキストボックスＧ５は、設計担当者からメッセージタイトルの入力を受け付
ける。例文ボタン群Ｇ６は、複数のボタンを含み、例文ボタン群Ｇ６に含まれるボタンの
うち、押下されたボタンに応じて、本文テキストボックスＧ７に自動的に入力される例文
が変更される。本文テキストボックスＧ７は、設計担当者からメッセージ本文の入力を受
け付ける。
【００５４】
　添付ＵＲＬ有無選択領域Ｇ８には、添付ＵＲＬの有無に関する選択肢が表示される。Ｕ
ＲＬ入力欄追加ボタンＧ９は、ＵＲＬテキストボックスＧ１０を追加するためのボタンで
ある。ＵＲＬ入力欄追加ボタンＧ９が押下されると、ＵＲＬテキストボックスＧ１０の数
が増加する。ＵＲＬテキストボックスＧ１０は、設計担当者から添付ＵＲＬの入力を受け
付ける。添付ＵＲＬ「有」の選択肢が選択されている場合には、ＵＲＬテキストボックス
Ｇ１０が有効になり、添付ＵＲＬ「無」の選択肢が選択されている場合には、ＵＲＬテキ
ストボックスＧ１０が無効になってもよい。
【００５５】
　送付日時指定領域Ｇ１１には、設計担当者からメッセージの送付日時を指定する情報を
受け付けるテキストボックス（送付日時指定欄）が表示される。
【００５６】
　登録・継続ボタンＧ１２は、Ｇ１～Ｇ１１において設計された送付情報を登録し、さら
に送付情報の設計を継続するためのボタンである。登録・終了ボタンＧ１３は、設計され
た送付情報を登録し、送付情報設計画面を閉じて送付情報の設計を終了するためのボタン
である。なお、登録された送付情報は、選択されたコール結果パターンと顧客端末種別の
組み合わせに関連付けられて記憶部１０６に記憶される。
【００５７】
　記憶部１０６は、情報処理サーバ１０の動作に用いられるプログラム及びデータを記憶
する。特に、本実施形態による記憶部１０６は、顧客情報、コール内容、複数のコール結
果パターン、及びコール結果パターンに関連付けられた複数の送付情報を記憶する。
【００５８】
　本実施形態において顧客情報は、複数の顧客に関する情報であり、顧客ごとに少なくと
も連絡先情報と顧客端末種別情報とを含む。連絡先情報は、メッセージ送付に必要な送付
先の情報であり、本実施形態においては少なくとも電話番号、メールアドレスの情報を含
む。なお、連絡先情報は上記に限定されず、例えばさらにインターネット電話サービス、
ゲームサービス、またはＳＮＳなどの各種サービスのアカウント情報などを含んでもよい
。また、顧客端末種別情報は顧客が保有する顧客端末３の種別（顧客端末種別）に関する
情報であり、本実施形態において顧客端末種別には少なくともＰＣ、スマートフォン、及
び携帯電話を含む。なお、顧客情報は上記に限定されず、例えばさらに顧客の氏名や住所
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、性別、年齢、年収などの情報を含んでもよい。
【００５９】
　なお、記憶部１０６は、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク、およびＭＯ（Ｍ
ａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ）ディスクなどの記憶媒体であってもよい。不揮発性メモ
リとしては、例えば、フラッシュメモリ、ＳＤカード、マイクロＳＤカード、ＵＳＢメモ
リ、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）があげられる。また、磁気ディスクとしては、ハードディ
スクおよび円盤型磁性体ディスクなどがあげられる。また、光ディスクとしては、ＣＤ（
Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ
）およびＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））などがあげられる。
【００６０】
　送付情報抽出部１０８は、コールセンタに設置されたコールサーバ１６から提供される
コール結果（複数のコール結果パターンからオペレータにより選択されたコール結果パタ
ーン）に基づいて、コール結果パターンに関連付けられた送付情報の抽出を行い、抽出し
た送付情報をメールサーバ１４に提供する。また、送付情報抽出部１０８が抽出した送付
情報に含まれる送付日時に関する情報が、コールの日時に対して相対的に指定されていた
場合には、送付情報抽出部１０８は、送付日時を指定する情報を絶対的な日時指定に更新
した後に、抽出した送付情報をメールサーバ１４に提供する。
【００６１】
　（設計ＰＣ）
　図２に示すように本実施形態による設計ＰＣ１２は、表示部１２２と操作部１２４を備
える。設計担当者は、設計ＰＣを介して情報処理サーバ１０にアクセスし、コール内容、
コール結果パターン、及び送付情報の設計を行う。
【００６２】
　表示部１２２は、情報処理サーバ１０のコール設計部１０２から取得したコール設計画
面、及び情報処理サーバ１０の送付情報設計部１０４から取得した送付情報設計画面を表
示する。なお、表示部１２２は、液晶ディスプレイであってもよいし、ＯＬＥＤディスプ
レイであってもよい。
【００６３】
　操作部１２４は、設計担当者の操作を検出し、検出した操作内容を出力する。例えば、
表示部１２２にコール設計画面が表示されている場合は、操作部１２４は、情報処理サー
バ１０のコール設計部１０２に操作内容を出力する。また、例えば、表示部１２２に送付
情報設計画面が表示されている場合は、操作部１２４は、情報処理サーバ１０の送付情報
設計部１０４に操作内容を出力する。
【００６４】
　なお、操作部１２４は、表示部１２２と一体的に設けられるタッチパネル、またはタッ
チスクリーンであってもよいし、マウス、キーボード、ボタン、スイッチ、レバー、およ
びダイヤルなど、表示部１２２と分離して設けられる物理的構成であってもよい。また、
操作部１２４は、リモートコントローラから送信された担当者の操作を示す信号を検出す
る信号受信部であってもよい。
【００６５】
　（メールサーバ）
　図２に示すように本実施形態によるメールサーバは、送付部１４２を備える。送付部１
４２は、情報処理サーバ１０の送付情報抽出部１０８から受け取った送付情報に基づいて
メッセージを顧客端末３に送付する。
【００６６】
　　＜２－３．コールセンタ側装置群の構成＞
　図５は、本実施形態によるコールセンタ側装置群の構成を示す説明図である。本実施形
態においてコールセンタに設置されるコールサーバ１６、及びコールＰＣ１８の構成を、
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順次詳細に説明する。
【００６７】
　（コールサーバ）
　図５に示すように、コールサーバ１６は、コール処理部１６２とコール結果記憶部１６
４を備える。
【００６８】
　コール処理部１６２は、コールセンタが顧客にコールをかけるアウトバウンド業務に関
する処理、コールセンタが顧客からコールを受けるインバウンド業務に関する処理、及び
オペレータによるコールの結果の入力を受け付ける結果入力業務に関するコール結果入力
部としての処理を行う。
【００６９】
　アウトバウンド業務において、コール処理部１６２は、本部に設置された情報処理サー
バ１０から顧客情報とコール内容を受け取って、コールＰＣ１８を介してオペレータに顧
客情報やコール内容を提示し、顧客にコールをかける処理を行う。インバウンド業務にお
いて、コール処理部１６２は、情報処理サーバ１０からコール内容と顧客情報を受け取り
、コールＰＣ１８を介してオペレータにコール内容を提示し、受け付けたコールの電話番
号と顧客情報内の電話番号との照合処理を行う。結果入力業務において、コール処理部１
６２は、情報処理サーバ１０からコール結果パターンを受け取り、コールＰＣ１８を介し
てオペレータにコール結果パターンを含むコール結果選択画面を提示し、コールＰＣ１８
を介してオペレータにより選択的に入力されたコール結果を、顧客情報と関連付けてコー
ル結果記憶部１６４に記憶させる。
【００７０】
　コール結果記憶部１６４は、コール処理部１６２から受け取った顧客情報と関連付けら
れたコール結果を記憶する。また、コール結果記憶部１６４は、コール処理部１６２から
コール結果を受け取るごとに逐次、または所定の期間ごとにまとめて、情報処理サーバ１
０にコール結果を提供する。
【００７１】
　なお、コールサーバ１６が情報処理サーバ１０にコール結果を逐次提供する場合には、
コールサーバ１６はコール結果記憶部１６４を備えず、コール処理部１６２がコール結果
を情報処理サーバ１０に提供してもよい。
【００７２】
　（コールＰＣ）
　図５に示すように、コールＰＣ１８は、表示部１８２と操作部１８４を備える。コール
センタのオペレータは、コールＰＣを介してコールサーバ１６にアクセスし、コール結果
の選択などを行う。
【００７３】
　表示部１８２は、コールサーバ１６のコール処理部１６２から取得した顧客情報やコー
ル内容、コール結果選択画面などを表示する。なお、表示部１８２は、液晶ディスプレイ
であってもよいし、ＯＬＥＤディスプレイであってもよい。
【００７４】
　操作部１８４は、オペレータの操作を検出し、検出した操作内容を出力する。例えば、
表示部１８２に表示されたコール結果選択画面内のコール結果パターンから、オペレータ
の操作によりコール結果が選択された場合、選択されたコール結果をコール処理部１６２
に出力する。
【００７５】
　なお、操作部１８４は、表示部１８２と一体的に設けられるタッチパネル、またはタッ
チスクリーンであってもよいし、マウス、キーボード、ボタン、スイッチ、レバー、およ
びダイヤルなど、表示部１８２と分離して設けられる物理的構成であってもよい。また、
操作部１８４は、リモートコントローラから送信されたオペレータの操作を示す信号を検
出する信号受信部であってもよい。
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【００７６】
　＜＜３．メッセージ送付システムの動作＞＞
　以上、本発明の一実施形態によるメッセージ送付システム１の構成を説明した。続いて
、本実施形態によるメッセージ送付システム１の動作を説明する。以下では、システム全
体の動作について説明した後、送付情報設計フローと送付情報抽出フローについて詳細に
説明する。なお、上記動作の説明では、コールセンタから顧客にコールをかけるアウトバ
ウンド業務の場合の動作について説明する。その後、顧客からのコールを受けるインバウ
ンド業務の場合の動作について、インバウンド業務の場合特有の動作を中心に説明する。
【００７７】
　　＜３－１．システム全体の動作＞
　本実施形態によるメッセージ送付システム１の動作は、本部に設置された情報処理サー
バ１０と設計ＰＣ１２によるコール内容などの設計に関する動作、コールセンタに設置さ
れたコールサーバ１６とコールＰＣ１８によるコールに関する動作、本部に設置された情
報処理サーバ１０による送付情報抽出に関する動作、本部に設置されたメールサーバ１４
による送付に関する動作に分けられる。以下では、図６～９のフローチャートを参照し、
システム全体の動作を上記４つの動作に分けて順次詳細に説明する。
【００７８】
　（コール内容などの設計に関する動作）
　図６は情報処理サーバ１０と設計ＰＣ１２による、コール内容などの設計に関する動作
を示すフローチャートである。まず、設計ＰＣ１２の表示部１２２は情報処理サーバ１０
のコール設計部１０２から受け取ったコール設計画面を表示し、コール設計部１０２は、
操作部１２４への設計担当者の操作により入力されたコール内容を、記憶部１０６に記憶
させる（Ｓ１００）。
【００７９】
　さらに、コール設計部１０２は、操作部１２４への設計担当者の操作により入力された
複数のコール結果パターンを記憶部１０６に記憶させる（Ｓ１２０）。
【００８０】
　次に、設計ＰＣ１２の表示部１２２は情報処理サーバ１０の送付情報設計部１０４から
受け取った送付情報設計画面を表示し、送付情報設計部１０４は、操作部１２４への設計
担当者の操作により入力された送付情報を記憶部１０６に記憶させる（Ｓ１４０）。なお
、設計担当者による送付情報設計フローについては、図１０を参照して後に詳述する。
【００８１】
　設計担当者による設計完了後、情報処理サーバ１０は記憶部１０６に記憶された顧客情
報、及びコール内容をコールセンタのコールサーバ１６に提供し、コール開始の指示を行
う（Ｓ１６０）。なお、コールサーバ１６に提供される顧客情報は、記憶部１０６に記憶
されたすべての顧客の情報でもよいし、コール対象を限定するための条件に該当する顧客
の情報でもよい。後者の場合、Ｓ１００においてコール内容が設計される際に、コール対
象とする顧客の条件が同時に設計されてもよい。
【００８２】
　（コールに関する動作）
　図７はコールセンタに設置されたコールサーバ１６とコールＰＣ１８による、コールに
関する動作を示すフローチャートである。まず、コールサーバ１６のコール処理部１６２
は、本部に設置された情報処理サーバ１０から顧客情報とコール内容を受け取る（Ｓ２０
０）。コール処理部１６２が受け取った顧客情報とコール内容は、コールＰＣ１８を介し
てオペレータに提示される。
【００８３】
　次に、コール処理部１６２は、受け取った顧客情報に含まれる電話番号を用いて顧客に
コールを実施する（Ｓ２２０）。なお、本実施形態におけるコールは電話回線を用いたコ
ールに限らず、顧客情報にインターネット電話サービスのアカウント情報が含まれ、当該
アカウント情報を用いて顧客とのコールを実施してもよい。
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【００８４】
　顧客とのコール終了後、コールＰＣ１８の表示部１８２は、コール処理部１６２から受
け取ったコール結果選択画面を表示し、操作部１８４は、コール結果選択画面内のコール
結果パターンからオペレータの操作により選択されたコール結果をコール処理部１６２に
入力する（Ｓ２４０）。
【００８５】
　最後に、コール処理部１６２はコール結果を顧客情報と関連付けてコール結果記憶部１
６４に登録すると共に、情報処理サーバ１０に提供する（Ｓ２６０）。前述したとおり、
コール結果は逐次提供されてもよいし、所定の期間ごとにまとめて提供されてもよい。
【００８６】
　なお、図７ではステップＳ２６０の後に終了しているが、ステップＳ２６０の後にステ
ップＳ２２０に戻り、コール処理部は、まだコールを実施されていない顧客に対してコー
ルを実施してもよい。
【００８７】
　（送付情報抽出に関する動作）
　図８は情報処理サーバ１０による送付情報抽出に関する動作を示すフローチャートであ
る。まず、情報処理サーバ１０の送付情報抽出部１０８は、コールセンタのコールサーバ
１６から顧客情報と関連付けられたコール結果を受け取る（Ｓ３００）。
【００８８】
　次に、送付情報抽出部１０８は、当該コール結果に対応した送付情報を記憶部１０６か
ら抽出する（Ｓ３２０）。なお、コール結果に対応した送付情報の抽出フローについては
、図１１を参照して後に詳述する。
【００８９】
　抽出された送付情報に含まれる送付日時に関する情報が、コールの日時に対して相対的
に指定されていた場合には、送付情報抽出部１０８は、送付日時を指定する情報を絶対的
な日時に設定する（Ｓ３４０）。コールの日時として、送付情報抽出部１０８がコールセ
ンタのコールサーバ１６から顧客情報と関連付けられたコール結果を受け取った日時が用
いられてもよい。また、抽出された送付情報に含まれる送付日時に関する情報が絶対的な
日時で指定されていた場合には、ステップＳ３４０では処理が何も行われない。
【００９０】
　最後に、送付情報抽出部１０８は、送付情報に送付先情報を付加して、送付先情報が付
加された送付情報をメールサーバ１４に通知する（Ｓ３６０）。送付先情報は当該送付情
報に含まれる送付形態によって異なり、例えば送付形態が電子メールの場合にはメールア
ドレスであり、送付形態がＳＭＳであった場合には電話番号である。
【００９１】
（送付に関する動作）
　図９はメールサーバ１４による、送付に関する動作を示すフローチャートである。まず
、メールサーバ１４の送付部１４２は、情報処理サーバ―１０の送付情報抽出部１０８か
ら、送付先情報が付加された送付情報を受け取る（Ｓ４００）。
【００９２】
　次に、送付部１４２は、受け取った送付先情報が付加された送付情報に基づいて、顧客
端末３にメッセージを送付する（Ｓ４２０）。ここで、送付部１４２は、当該送付情報に
含まれる送付形態を用いて顧客端末３にメッセージを送付する。また、送付部１４２は、
当該送付情報に含まれる送付日時にメッセージを送付する。最後に、送付部１４２により
送付されたメッセージが顧客端末３により受信される（Ｓ４４０）。
【００９３】
　なお、メールサーバ１４が顧客端末３に送付するメッセージは所謂メールに限定されず
、メールサーバ１４は、例えば電子メール、ＳＭＳ、アプリケーションによる通知やメッ
セージ、インターネット電話サービス、ゲームサービス、またはＳＮＳなどの各種サービ
ス内のメッセージ、ＯＳによる通知などのメッセージを、送付情報に含まれる送付形態に
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従って送付してもよい。
【００９４】
　　＜３－２．送付情報設計フロー＞
　以上、本実施形態によるメッセージ送付システム１の全体の動作を説明した。次に、送
付情報の設計（図６Ｓ１４０）において設計担当者が行う送付情報の設計フローについて
、図１０と図４を参照して説明する。
【００９５】
　図１０は、設計担当者が行う送付情報設計フローを示す説明図である。設計担当者は、
設計ＰＣ１２の表示部１２２に表示される送付情報設計画面（図４）を用いて、図１０の
フローに従って送付情報の設計を行う。
【００９６】
　まず、設計担当者は、コール結果パターン選択領域Ｇ１に表示されるコール結果パター
ンの選択肢から、送付情報の設計を行うコール結果を選択する（Ｓ１４０２）。次に、設
計担当者は、内容種別プルダウンリストＧ２から、内容種別を選択する（Ｓ１４０４）。
続いて、設計担当者は、端末種別選択領域Ｇ３に表示される顧客端末種別の選択肢から、
送付情報の設計を行う顧客端末種別を選択する（Ｓ１４０６）。さらに、設計担当者は、
送付形態プルダウンリストＧ４から、送付形態を選択する（Ｓ１４０８）。
【００９７】
　次に、設計担当者は、タイトルテキストボックスＧ５に、タイトルを入力する（Ｓ１４
１０）。設計担当者は、内容種別の選択時（Ｓ１４０４）に自動的に入力される例文をそ
のまま用いてもよいし、自由に編集してもよい。また、設計担当者は、上記で選択した送
付形態に応じて、本文の改行位置を変更したり、本文の長さを調節したりしてもよい。
【００９８】
　続いて、設計担当者は、例文ボタン群Ｇ６に含まれるボタンを押下し、例文を選択する
（Ｓ１４１２）。ここで、押下されるボタンに応じて、本文テキストボックスＧ７に入力
される例文が変更される。設計担当者は選択した例文を用いて、本文テキストボックスＧ
７に本文を入力する（Ｓ１４１４）。
【００９９】
　次に、設計担当者は、添付ＵＲＬ有無選択領域Ｇ８の選択肢を用いて添付ＵＲＬの有無
を選択する。添付ＵＲＬが有る場合には（Ｓ１４１６においてＹｅｓ）、設計担当者は、
ＵＲＬテキストボックスＧ１０に、添付ＵＲＬを入力する（Ｓ１４１８）。添付すべきＵ
ＲＬがまだ残っている場合には（Ｓ１４２０においてＮｏ）、設計担当者は、ＵＲＬ入力
欄追加ボタンＧ９を押下してＵＲＬ入力欄を追加し、追加されたＵＲＬ入力欄に次のＵＲ
Ｌを入力する（Ｓ１４１８）。
【０１００】
　添付すべきＵＲＬがもう残っていない場合（Ｓ１４２０においてＹｅｓ）、及び、添付
ＵＲＬがない場合（Ｓ１４１６においてＮｏ）、設計担当者は、送付日時指定領域Ｇ１１
に表示される送付日時指定欄を用いて送付日時を指定する（Ｓ１４２２）。
【０１０１】
　続いて、設計担当者は、登録・継続ボタンＧ１２、または登録・終了ボタンＧ１３を押
下することで、送付情報を登録する（Ｓ１４２４）。登録された送付情報は、選択された
コール結果パターンと顧客端末種別に関連付けられて記憶部１０６に記憶される。送付情
報を設計すべき顧客端末種別が残っている場合（Ｓ１４２６においてＮｏ）、または、送
付情報を設計すべきコール結果パターンが残っている場合（Ｓ１４２８においてＮｏ）、
設計担当者は登録・継続ボタンＧ１２を押下し、送付情報の設計を続ける（Ｓ１４０２ま
たはＳ１４０６）。すべての送付情報の設計が完了した場合（Ｓ１４２６においてＹｅｓ
かつＳ１４２８においてＹｅｓ）、設計担当者は登録・終了ボタンＧ１３を押下し、送付
情報の設計を終了する。
【０１０２】
　　＜３－３．送付情報抽出フロー＞
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　以上、送付情報の設計（Ｓ１４０）において設計担当者が行う送付情報の設計フローに
ついて、詳細に説明した。次に、上記で行われた設計に基づく送付情報抽出（図８Ｓ３２
０）のフローについて、図１１を参照して詳細に説明する。
【０１０３】
　図１１は、送付情報抽出フローの一例を示す説明図である。なお、送付情報抽出のフロ
ーは、ステップＳ１４０で行われる送付情報の設計に応じて異なる。図１１、及び以下の
送付情報抽出フローの説明は、一例であって、本実施形態による送付情報抽出フローはこ
れに限定されない。
【０１０４】
　まず、情報処理サーバ１０の送付情報抽出部１０８が受け取ったコール結果に応じて、
分岐が発生する（Ｓ３２０２）。図１１の例では、コール結果が「成約」の場合、「再コ
ール」の場合、「不在」の場合には、送付情報抽出処理は、顧客端末種別による分岐に進
む（Ｓ３２０４、Ｓ３２０６、Ｓ３２０８）。
【０１０５】
　また、図１１の例では、おいてコール結果が「コール拒否」の場合には、「コール拒否
」のコール結果パターンに関連付けられた送付情報が登録されていなかったため、送付情
報は抽出されず、終了する（Ｓ３２１０）。なお、送付情報が抽出されずに終了した場合
、送付情報抽出部１０８からメールサーバ１４に送付情報が通知されることもない。
【０１０６】
　送付情報抽出処理が顧客端末種別による分岐に進んだ場合（Ｓ３２０４、Ｓ３２０６、
Ｓ３２０８）、図１１の例では、「ＰＣ」、「スマートフォン」、「携帯電話」の顧客端
末種別ごとにコール結果パターンと顧客端末種別との組み合わせに関連付けられた送付情
報が抽出される（Ｓ３２１２～Ｓ３２２８）。なお、送付情報の設計次第では、同一の送
付情報が複数のコール結果と顧客端末種別との組み合わせにおいて抽出されてもよい。例
えば、図１１の例では、コール結果＝「成約」かつ顧客端末種別＝「ＰＣ」の場合（Ｓ３
２１２）と、コール結果＝「成約」（Ｓ３２０４）かつ顧客端末種別＝「スマートフォン
」の場合（Ｓ３２１４）で同一の送付情報（「送付情報Ａ」）が抽出されている。
【０１０７】
　　＜３－４．インバウンド業務の場合の動作＞
　以上、コールセンタから顧客にコールをかけるアウトバウンド業務の場合を例に、本実
施形態によるメッセージ送付システム１の動作を説明した。次に、顧客からのコール受け
るインバウンド業務の場合の動作について、インバウンド業務の場合特有の動作を中心に
説明する。インバウンド業務の場合のメッセージ送付システム１の動作のうち、送付情報
抽出に関する動作、及び送付に関する動作は、アウトバウンド業務の場合と同様のため、
説明を省略し、以下では説明に関する動作とコールに関する動作について説明する。
【０１０８】
　（コール内容などの設計に関する動作）
　インバウンド業務の場合のコール内容などの設計に関する動作は、アウトバウンド業務
の場合と同様、コール内容などの設計に関する動作を示すフローチャート（図６）に準ず
る。ただし、ステップＳ１００、ステップＳ１２０及びステップＳ１４０において、コー
ル内容、コール結果パターン及び送付情報は、インバウンド業務で扱う内容に応じて設計
担当者により設計される。インバウンド業務の場合のコール内容は、例えば、商品に関す
る問い合わせ、サービスの料金に関する問い合わせ、サービスの解約の依頼、などがある
。コール結果パターンはコール内容に応じて様々に設計され、送付情報はコール結果パタ
ーンに応じて様々に設計される。
【０１０９】
　（コールに関する動作）
　図１２はインバウンド業務の場合のコールに関する動作を示すフローチャートである。
まず、コールサーバ１６のコール処理部１６２は、顧客からのコールの受け付け（入電）
を待機する（Ｓ２１０）。ここで、コール処理部１６２は、アウトバウンド業務の場合と
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同様、本部に設置された情報処理サーバ１０からコール内容を受け取り、コールＰＣ１８
を介してオペレータにコール内容を提示してもよい。
【０１１０】
　顧客がコールセンタにコールをかけると、コール処理部１６２はコールの受け付け処理
を実施する（Ｓ２３０）。コール処理部１６２は、コールを受け付けた際、自動音声応答
によって顧客に用件（コール内容）を質問し、顧客にプッシュボタン信号などで用件を選
択させ、選択された用件に応じて当該用件専門のオペレータに割り振ってもよい。
【０１１１】
　顧客とのコールが終了すると、コール処理部１６２は、当該顧客の情報と情報処理サー
バ１０の記憶部１０６に記憶された顧客情報との照合を行い、記憶部１０６に当該顧客の
顧客情報（連絡先情報、及び顧客端末種別情報）が含まれるか否かを判別する（Ｓ２５０
）。ここで、照合に用いられる当該顧客の情報は、コールを受け付けた際の電話番号でも
よいし、オペレータがコールの間に顧客から取得し、コールＰＣ１８を介してコール処理
部１６２に入力する当該顧客の情報でもよい。
【０１１２】
　当該顧客の顧客情報が記憶部１０６に含まれていた場合（Ｓ２５０においてＹｅｓ）、
オペレータによりコール結果の選択（Ｓ２７０）と、選択されたコール結果の提供が行わ
れる（Ｓ２９０）。コール結果の選択、及びコール結果の提供は図７のステップＳ２４０
、及びステップＳ２６０を参照して説明したアウトバウンド業務の場合と同様のため、説
明を省略する。
【０１１３】
　また、当該顧客の顧客情報が記憶部１０６に含まれていなかった場合（Ｓ２５０におい
てＮｏ）、当該顧客の顧客情報を新規登録後（Ｓ２９５）、コール結果の選択と提供が行
われる。コール結果の選択、及びコール結果の提供は図７のステップＳ２４０、及びステ
ップＳ２６０を参照して説明したアウトバウンド業務の場合と同様のため、説明を省略す
る。
【０１１４】
　＜＜４．変形例＞＞
　以上、本発明の一実施形態を説明した。以下では、本実施形態の幾つかの変形例を説明
する。なお、以下に説明する各変形例は、単独で本実施形態に適用されてもよいし、組み
合わせで本実施形態に適用されてもよい。また、各変形例は、本実施形態で説明した構成
に代えて適用されてもよいし、本実施形態で説明した構成に対して追加的に適用されても
よい。
【０１１５】
　（第１の変形例）
　上記では、送付情報が図４に示したような一つの画面を用いて設計される例を説明した
が、本発明はかかる例に限定されない。例えば、送付情報は、送付内容と送付日時を指定
する情報がコール結果パターンに応じて一つの画面で設計され、送付形態が顧客端末種別
に応じて別の画面で設計されてもよい。また、送付情報抽出処理において、コール結果パ
ターンに応じて送付内容と送付日時を指定する情報が抽出され、顧客端末種別に応じて送
付形態が抽出されてもよい。
【０１１６】
　図１３はコール結果パターンに応じて送付内容と送付日時を指定する情報を設計するた
めの画面の一例であり、図１４は、顧客端末種別に応じて送付形態を設計するための画面
の一例である。また、図１５は、上記の２画面を用いて設計担当者が行う送付情報設計フ
ローを示す説明図であり、図１６は上記のようにして設計された場合の送付情報抽出フロ
ーの一例を示す説明図である。図１３、及び図１４に示される項目の一部は図４に示され
る項目と同様であり、図１５、及び図１６におけるステップの一部は、それぞれ図１０、
図１１に示されるステップと同様であるため、以下では、本変形例に特有な点について主
に説明する。
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【０１１７】
　図１３、図１４に含まれるＧ１～Ｇ１１は、図４に含まれるＧ１～Ｇ１１と同様の機能
を持つため、Ｇ１～Ｇ１１については、説明を省略する。
【０１１８】
　図１３に含まれる登録・コール結果選択継続ボタンＧ１４は、Ｇ１、Ｇ２、Ｇ５～Ｇ１
１において設計された、コール結果パターンに応じた送付内容と送付日時を指定する情報
を登録し、さらに別のコール結果パターンに応じた送付内容と送付日時を指定する情報の
設計を継続するためのボタンである。また、図１３に含まれる登録・画面移行ボタンＧ１
５は、Ｇ１、Ｇ２、Ｇ５～Ｇ１１において設計された、コール結果パターンに応じた送付
内容と送付日時を指定する情報を登録し、さらに図１４の画面に移行するためのボタンで
ある。
【０１１９】
　図１４に含まれる登録・端末種別選択継続ボタンＧ１６は、Ｇ３、Ｇ４において設計さ
れた、顧客端末種別に応じた送付形態を登録し、さらに別の顧客端末種別に応じた送付形
態の設計を継続するためのボタンである。また、図１４に含まれる登録・終了ボタンＧ１
７は、Ｇ３、Ｇ４において設計された、顧客端末種別に応じた送付形態を登録し、図１４
の画面を閉じて送付情報の設計を終了するためのボタンである。
【０１２０】
　図１３～１５を参照して、本変形例の送付情報設計フローを説明する。設計担当者は、
図１３の画面を用いて、コール結果パターンに応じて送付内容と送付日時を指定する情報
を設計する（Ｓ１４５２～Ｓ１４７０）。設計すべきコール結果パターンが残っている場
合には（Ｓ１４７２においてＮｏ）、設計担当者はボタンＧ１４を押下し、コール結果パ
ターンに応じた送付内容と送付日時を指定する情報の設計を継続する。
【０１２１】
　すべてのコール結果パターンについて設計が完了した場合（Ｓ１４７２においてＹｅｓ
）、設計担当者は、ボタンＧ１５を押下し、図１４の画面を用いて、顧客端末種別に応じ
て送付形態を設計する（Ｓ１４７４～１４７８）。設計すべき顧客端末種別が残っている
場合（Ｓ１４８０においてＮｏ）、設計担当者は、ボタンＧ１６を押下し、顧客端末種別
に応じた送付形態の設計を継続される。すべての顧客端末種別について設計が完了した場
合（Ｓ１４８０においてＹｅｓ）、設計担当者は、ボタンＧ１７を押下し、送付情報の設
計を終了する。
【０１２２】
　次に、図１６を参照して、上記のようにして設計された場合の送付情報抽出フローの例
を説明する。なお、送付情報抽出のフローは、送付情報の設計に応じて異なる。図１６、
及び以下の送付情報抽出フローの説明は、一例であって、本変形例による送付情報抽出フ
ローはこれに限定されない。
【０１２３】
　まず、図１１の例と同様、情報処理サーバ１０の送付情報抽出部１０８が受け取ったコ
ール結果に応じて、分岐が発生する（Ｓ３２５２）。ただし、コール結果が「成約」、「
再コール」、「不在」の場合には、図１６の例では図１１の例と異なり、それぞれについ
て図１５のステップＳ１４５２～Ｓ１４７０で設計された送付内容と送付日時を指定する
情報が抽出され（Ｓ３２５４、Ｓ３２５６、Ｓ３２５８）、顧客端末種別による分岐に進
む（Ｓ３２６２）。なお、コール結果が「コール拒否」の場合（Ｓ３２６０）は、図１１
のステップＳ３２１０と同様のため説明を省略する。
【０１２４】
　次に、顧客端末種別による分岐（Ｓ３２６２）結果に応じて、送付形態が抽出される（
Ｓ３２６４、Ｓ３２６６、Ｓ３２６８）。最後に、上記で抽出された送付内容、送付日時
を指定する情報、送付形態を組み合わせた送付情報を、コール結果パターンに関連付けら
れた送付情報として抽出する（Ｓ３２７０）。
【０１２５】
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　ところで、図１０の送付情報設計フローでは、顧客端末種別に基づくループ処理（Ｓ１
４２６）が、コール結果パターンに基づくループ処理（Ｓ１４２８）の内側に含まれてい
る。一方、本変形例にかかる図１５の送付情報設計フローでは、上記二つのループ処理に
対応するループ処理（Ｓ１４７２、Ｓ１４８０）が独立している。したがって、かかる構
成によれば、特にコール結果パターンや顧客端末種別が多い場合に、送付情報の設計を簡
略化することができる。
【０１２６】
　（第２の変形例）
　上記では、顧客が保有する端末は、ＰＣ、スマートフォン、携帯電話のいずれか一つで
ある例を説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、顧客は種別の異なる複
数の端末を保有してもよい。顧客が種別の異なる複数の端末を保有する場合、記憶部１０
６に記憶される顧客情報は、顧客が保有する複数の端末について複数の顧客端末種別情報
を含み、送付情報設計部１０４は、送付情報設計画面において顧客端末種別ごとに優先度
を設定する機能を有してもよい。また、送付情報抽出部１０８は、顧客端末種別の分岐を
行う際に、顧客が保有する端末のうち、最も優先度が高い顧客端末種別の分岐を選んでも
よい。かかる構成によれば、顧客が保有する端末のうち、より適切に情報を伝えやすい端
末を優先し、メッセージを送付することができる。
【０１２７】
　＜＜５．ハードウェア構成＞＞
　以上、本発明の各実施形態を説明した。上述した送付情報抽出などの情報処理は、ソフ
トウェアと、以下に説明する情報処理サーバ１０のハードウェアとの協働により実現され
る。
【０１２８】
　図１７は、情報処理サーバ１０のハードウェア構成を示した説明図である。図１７に示
したように、情報処理サーバ１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）１１１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１２と、ＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１３と、入力装置１１４と、出力装置１
１５と、ストレージ装置１１６と、通信装置１１７とを備える。
【０１２９】
　ＣＰＵ１１１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
情報処理サーバ１０内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ１１１は、マイクロプロセッ
サであってもよい。ＲＯＭ１１２は、ＣＰＵ１１１が使用するプログラムや演算パラメー
タ等を記憶する。ＲＡＭ１１３は、ＣＰＵ１１１の実行において使用するプログラムや、
その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバスなどか
ら構成されるホストバスにより相互に接続されている。主に、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１
２およびＲＡＭ１１３とソフトウェアとの協働により、コール設計部１０２、送付情報設
計部１０４、及び送付情報抽出部１０８の機能が実現される。
【０１３０】
　入力装置１１４は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、ス
イッチおよびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に
基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ１１１に出力する入力制御回路などから構成されてい
る。情報処理サーバ１０のユーザは、該入力装置１１４を操作することにより、情報処理
サーバ１０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【０１３１】
　出力装置１１５は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ装置およびラ
ンプなどの表示装置を含む。さらに、出力装置１１５は、スピーカおよびヘッドホンなど
の音声出力装置を含む。例えば、表示装置は、撮像された画像や生成された画像などを表
示する。一方、音声出力装置は、音声データ等を音声に変換して出力する。
【０１３２】
　ストレージ装置１１６は、データ格納用の装置である。ストレージ装置１１６は、記憶
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媒体、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置
および記憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。ストレージ
装置１１６は、図２を参照して説明した記憶部１０６に対応し、ＣＰＵ１１１が実行する
プログラムや各種データを格納する。
【０１３３】
　通信装置１１７は、例えば、通信網２に接続するための通信デバイス等で構成された通
信インタフェースである。また、通信装置１１７は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）
対応通信装置、有線による通信を行うワイヤー通信装置、またはブルートゥース通信装置
を含んでもよい。
【０１３４】
　なお、上記では情報処理サーバ１０のハードウェア構成を説明したが、設計ＰＣ１２、
メールサーバ１４、コールサーバ１６、コールＰＣ１８、及び顧客端末３も、情報処理サ
ーバ１０と同様に、ＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２およびＲＡＭ１１３などに相当するハー
ドウェアを有する。そして、コールサーバ１６のハードウェアとソフトウェアとの協働に
より例えばコール処理部１６２の機能が実現される。
【０１３５】
　＜＜６．むすび＞＞
　以上説明したように、本発明の実施形態によれば、コールセンタでのオペレータ業務が
行われる前に、情報処理サーバ１０と設計ＰＣ１２を用いてコール結果パターンとメッセ
ージの送付情報が事前に設計され、オペレータがコールＰＣ１６を用いてコール結果入力
作業を行うことで、コールサーバ１６から情報処理サーバ１０にコール結果が提供され、
情報処理サーバ１０が当該コール結果に関連付けられた送付情報を抽出してメールサーバ
１４に提供し、メールサーバ１４が当該送付情報に基づいて顧客端末３にメッセージを送
付する。
【０１３６】
　ここで、コール結果入力作業は、従来のコールセンタにおいても行われていた従来業務
であるため、従来のコールセンタに対して本発明による実施形態を適用した場合でも、オ
ペレータに対する負荷は増加しない。さらに、本発明による実施形態を適用することで、
メッセージ送付にかかる人的負荷を軽減することが可能である。
【０１３７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１３８】
　例えば、上記実施形態による各動作における各ステップは、必ずしも図６～１２、図１
５、及び図１６のフローチャートに記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない
。各動作における各ステップは、フローチャートに記載された順序と異なる順序で処理さ
れても、並列的に処理されてもよい。
【０１３９】
　また、情報処理サーバ１０、設計ＰＣ１２、メールサーバ１４、コールサーバ１６、及
びコールＰＣ１８に内蔵されるＣＰＵ１１１、ＲＯＭ１１２、及びＲＡＭ１１３に内蔵さ
れるハードウェアに、上述した情報処理サーバ１０、設計ＰＣ１２、メールサーバ１４、
コールサーバ１６、及びコールＰＣ１８の機能を発揮させるためのコンピュータプログラ
ムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供され
る。
【産業上の利用可能性】
【０１４０】
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　本発明は、コールセンタに適用可能であり、特にコールセンタの運営においてメッセー
ジ作成にかかる人的負荷の軽減に適用可能である。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　　メッセージ送付システム
　２　　通信網
　３　　顧客端末
　１０　　情報処理サーバ
　１２　　設計ＰＣ
　１４　　メールサーバ
　１６　　コールサーバ
　１８　　コールＰＣ
　１０２　　コール設計部
　１０４　　送付情報設計部
　１０６　　記憶部
　１０８　　送付情報抽出部
　１６２　　コール処理部
　１６４　　コール結果記憶部
　１２２、１８２　　表示部
　１２４、１８４　　操作部
 

【図１】 【図２】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】



(24) JP 6518935 B2 2019.5.29

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－３１８７６１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２９６５５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１７８６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０９２３９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３５９０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　１０／００　－　９９／００　　　　
              Ｈ０４Ｍ　　　３／５１　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

